
非上場
本社所在都道府県 兵庫県

倉　橋    基
佐　伯　宏　之 Ｔ Ｅ Ｌ （０７９６）２４－２１１１

中間配当制度の有無 有
特定取引勘定設置の有無 無

1 ．１５年９月中間期の業績（平成１５年４月１日～平成１５年９月３０日）

経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

％ ％

（ ） （ ）
（ ） （ ）
（ ） （ ）

％ 円 銭

（ ）
（ ）
（ ）

１．期中平均株式数 平成15年9月中間期 79,828,583株
平成14年9月中間期 79,863,289株
平成15年3月期 79,856,687株

２．会計処理の方法の変更 無
３．経常収益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

配当状況
１株当たり １株当たり

中間配当金 年間配当金
　 円 銭 （注）平成１５年９月中間期配当金の内訳

　 ２ 普通配当金 ２円５０銭
　 ２

５ 円 ００ 銭

財政状態

％ 円 銭 ％

（注） １．期末発行済株式数  平成15年9月中間期 79,827,837株
 平成14年9月中間期 79,857,095株
 平成15年3月期 79,833,997株

２．期末自己株式数  平成15年9月中間期 47,163株
 平成14年9月中間期 17,905株
 平成15年3月期 41,003株

2 ．１６年３月期の業績予想（平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日）

円 銭 円 銭

通     期 １４，６００ ２，１００ １，０００ ２ ５

１株当たり予想当期純利益（通期）  　１２円 ５１銭

株 主 資 本

｛

５０
５０

百万円
３０，４０８

　上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績はこれらの予想数値と異
なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の５ページを参照して
ください。

会 社 名
コ ー ド 番 号

問合せ先責任者
代 表 者

但 馬 銀 行

役 職 名
役 職 名

百万円 百万円

７４４，０７９ ３０，７７５ ４．１
３０，８２８ ４．０

｛

３８０ ９２

自己資本比率

１５ ９．９３

１０．０９
１０．００

３８６

(国内基準)

３９１ 54.5

７５９，２４２
３８

経  常  収  益 経  常  利  益

1 株 当 た り
株 主 資 本

３８５

当  期  純  利  益

百万円

４．０

（参考）

経　常　利　益

７，４５５

百万円

△ 2.9
△ 6.6

54.2７０５

経　常　収　益

12.8
△ 6.5１４，６５３

百万円
中間（当期）純利益

９２０

1株当たり中間（当期）純利益

４５７

百万円

４ ９０

株主資本比率

２５３
△ 23.4 ５ ９６

１７３△ 12.1
４７６

｛

中間配当支払開始日

（１）

（ＵＲＬ　http://www.tajimabank.co.jp）

平成15年11月27日

株式会社 上場取引所

平成１６年３月期      個別中間財務諸表の概要

中間決算取締役会開催日 平成15年11月27日
平成15年12月10日

 

経理証券部長
取締役頭取

△ 2.6７，２５９

氏名
氏名

平成15年3月期

平成15年9月中間期

百万円

平成14年9月中間期

平成15年9月中間期

総 資 産

平成14年9月中間期

平成15年9月中間期

平成15年3月期

平成15年9月中間期

(２)

平成14年9月中間期
平成15年3月期

５０ ００

平成15年3月期

(３)

１株当たり年間配当金

期  末

７５２，４８５
平成14年9月中間期
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    中  間  貸  借  対  照  表    

(単位:百万円）
平成１５年 平成１４年度末

中間期末（Ａ） 中間期末（Ｂ） （ Ａ－Ｂ ）

   
21,024        57,871        △ 36,847    51,526        △ 30,502    
43,011        -                43,011        40,000        3,011          

-                19,400        △ 19,400    -                -                
94              96              △ 2            91              3                

1,278          1,566          △ 288        1,543          △ 265        
127,070      125,778      1,292          114,415      12,655        
543,941      515,969      27,972        522,346      21,595        

1,290          555             735             888             402             
2,017          2,426          △ 409        2,000          17              

13,612        14,100        △ 488        13,848        △ 236        
2,549          2,158          391             2,214          335             
5,006          5,945          △ 939        5,108          △ 102        

△ 1,655     △ 1,788     133             △ 1,498     △ 157        
759,242      744,079      15,163        752,485      6,757          

717,521      699,299      18,222        709,144      8,377          
15              26              △ 11          16              △ 1            

2,054          2,630          △ 576        2,577          △ 523        
3,097          4,232          △ 1,135     3,672          △ 575        
1,137          1,169          △ 32          1,136          1                
5,006          5,945          △ 939        5,108          △ 102        

728,833      713,304      15,529        721,656      7,177          

5,481          5,481          -                5,481          -                
1,487          1,487          -                1,487          -                
1,487          1,487          -                1,487          -                

0 -                0 -                0
21,198        20,984        214             21,007        191             
3,364          3,285          79              3,324          40              

17,026        17,181        △ 155        17,181        △ 155        
807             517             290             500             307             

1,662          1,628          34              1,661          1                
589             1,196          △ 607        1,200          △ 611        

△ 11          △ 4            △ 7            △ 9            △ 2            
30,408        30,775        △ 367        30,828        △ 420        

759,242      744,079      15,163        752,485      6,757          

その他有価証券評価差額金
自 己 株 式

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計
資 本 の 部 合 計

土 地 再 評 価 差 額 金

再評価に係る繰延税金負債
支 払 承 諾

任 意 積 立 金
中間（当期）未処分利益

利 益 準 備 金

負 債 の 部 合 計

資 本 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

そ の 他 負 債

資 本 剰 余 金

（ 資 本 の 部 ）

利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金

退 職 給 付 引 当 金

（Ａ－Ｃ）
科 目

比      較 比    較

（ 要 約 ）（Ｃ）

平成１４年

（ 資 産 の 部 ）

買 入 金 銭 債 権

現 金 預 け 金
コ ー ル ロ ー ン
買 入 手 形

外 国 為 替

商 品 有 価 証 券

そ の 他 資 産
動 産 不 動 産
繰 延 税 金 資 産

貸 出 金
外 国 為 替

支 払 承 諾 見 返

資 産 の 部 合 計
貸 倒 引 当 金

有 価 証 券

（ 負 債 の 部 ）
預 金
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(単位:百万円）
平成１５年中間期 平成１４年中間期 比        較

（ Ａ ） （ B ） ( Ａ － Ｂ )

 7,259 7,455         △ 196 14,653        

5,944 6,261         △ 317 12,351        

5,497 5,684         △ 187 11,284        

423 554            △ 131 1,022         

984 834            150 1,708         

186 143            43 314            

144 215            △ 71 279            

6,554 6,998         △ 444 13,733        

190 269            △ 79 501            

181 230            △ 49 428            

523 411            112 924            

11 85              △ 74 164            

5,005 5,517         △ 512 10,478        

822 713            109 1,664         

705 457            248 920            

42 35              7 141            

49 40              9 61              

697 451            246 1,001         

222 288            △ 66 491            

-               458            △ 458 317            

83 369            △ 286 351            

391 253            138 476            

241 255            △ 14 255            

175 -               175 -               

△ 1 8               △ 9 8               

199            

39              

807 517            290 500            

法 人 税 等 戻 入 額

中間配当に伴う利益準備金積立額

中 間 （当 期 ）未 処 分 利 益

前 期 繰 越 利 益

役 員 退 職 慰 労 金 積 立 金取 崩額

中 間 配 当 額

土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

法 人 税 、住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

    中 間 損 益 計 算 書    

平成１４年度
（要約）

特 別 利 益

特 別 損 失

経 常 利 益

税 引 前 中 間 （当 期 ）純 利 益

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

（う ち 貸 出 金 利 息 ）

（うち有価証券利息配当金）

科         目

経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

（ う ち 預 金 利 息 ）
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項  
 
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法  

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。  
２．有価証券の評価基準及び評価方法  

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法
人株式等及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものにつ
いては中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないも
のについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差
額については、全部資本直入法により処理しております。   

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法  
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。  

４．固定資産の減価償却の方法  
(1) 動産不動産  

動産不動産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)について
は定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。なお、主な耐用年数は
次のとおりであります。  

         建 物     ５年～５０年  
         動 産     ２年～２０年  

(2) ソフトウェア  
自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(５年)に基づく定額法により償却してお

ります。  
５．引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金 
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。  
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権

及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書
きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控
除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が
大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除した残額に、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上
しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に
基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。  

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証
による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ
の金額は４，１４８百万円であります。  

(2) 退職給付引当金  
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の差異
の費用処理方法は以下のとおりであります。  

数理計算上の差異    各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(５年)による定額法によ
り按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理  

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。  

  外貨建取引等の会計処理につきましては、前事業年度は「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する
会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報
告第25号」という。）による経過措置を適用しておりましたが、当中間会計期間からは、同報告の本則規定に
基づき資金調達通貨（邦貨）を資金運用通貨（外貨）に変換する等の目的で行う通貨スワップ取引及び為替ス
ワップ取引等については、ヘッジ会計を適用しております。なお、当該ヘッジ会計の概要につきましては、「８．
ヘッジ会計の方法」に記載しております。  

  この結果、従来、期間損益計算していた当該通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等を時価評価し、正味
の債権及び債務を中間貸借対照表に計上したため、従来の方法によった場合と比較して、「その他負債」は５
６百万円減少しております。なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。  

７．リース取引の処理方法 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、通常

の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。  
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８．ヘッジ会計の方法  
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっておりま 

す。前事業年度は業種別監査委員会報告第25号による経過措置を適用しておりましたが、当中間会計期間から  
は、同報告の本則規定に基づき資金調達通貨（邦貨）を資金運用通貨（外貨）に変換する等の目的で行う通貨
スワップ取引及び為替スワップ取引等については、ヘッジ会計を適用しております。  

これは、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ
取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当
額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価するものであります。  

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。  
９．消費税等の会計処理  

消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、動
産不動産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。  

  
 
 

注  記  事  項  
 
 （中間貸借対照表関係）  

１．子会社の株式総額       ５０百万円  
なお、本項の子会社は、銀行法第２条第８項に規定する子会社であります。  

２．貸出金のうち、破綻先債権額は３，６８６百万円、延滞債権額は５，５６８百万円であります。  
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った
部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96
条第1項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。  

３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は７２８百万円であります。  
なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。  
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は６，６４７百万円であります。  

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の
支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延
滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。  

５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１６ ,６３２百万円
であります。  

なお、２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります｡ 
６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた
商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、
その額面金額は８，０８７百万円であります。  

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産  

有価証券        ６４４百万円  
担保資産に対応する債務  

預  金      ２，２０８百万円  
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券３１ ,８２０百万

円及び貸出金６，２００百万円を差し入れております。  
また、動産不動産のうち保証金権利金は１，０３２百万円であります。  
なお、手形の再割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより
引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。 

８．当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がな
い限り、一定限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、１８１ ,０３４百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消
可能なものが１８１,０３４百万円あります。  

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必
ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金
融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又
は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ
て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業
況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。  
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９．動産不動産の減価償却累計額                      １１，４２９百万円  
10．動産不動産の圧縮記帳額                                ２９８  百万円  
11．土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき､事業用の土地の再評価を行い、評

価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部  に計
上し、これを控除した金額を｢土地再評価差額金｣として資本の部に計上しております。  

再評価を行った年月日                   平成１０年３月３１日  
同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政

令第119号)第２条第４号に定める方法に基づいて奥行価格
補正等の合理的な調整を行って算出  

12．取締役及び監査役に対する金銭債権総額                   ０百万円  
 
 

 （中間損益計算書関係）  

１．減価償却実施額は下記のとおりであります。  
建物・動産     ２４１百万円  
そ   の   他       ４０百万円  

２．その他経常費用には、貸出金償却２６０百万円、貸倒引当金繰入額２８９百万円及び役員退職慰労金１７
５百万円を含んでおります。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


